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証券コード　4423
2020年６月11日

株　主　各　位
東 京 都 港 区 新 橋 六 丁 目 ９ 番 ８ 号
アルテリア・ネットワークス株式会社

代表取締役社長CEO 株　本　幸　二

第５回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第５回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

　近時、日本政府による緊急事態宣言が出され、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道
府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。
　この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、当社は、本株主総会につきましてはすべての株主
の皆様に当日のご来場をお控えいただくことが、株主様と当社役職員の感染リスクを避けるうえで最
も適切であると判断いたしました。
　つきましては、株主の皆様におかれましては、同封の議決権行使書用紙により事前の議決権行使を
いただき、株主様の健康状態にかかわらず株主総会当日のご来場をお控え下さいますよう、強くお願
い申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会当日は、株主様のご来場をいた
だくことなく当社役員のみで議事を進行させていただきたく、株主様のご理解とご協力のほどお願い
申し上げます。

　株主の皆様におかれましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同
封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示になり、2020年６月25日（木曜日）午後５時30
分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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記
1． 日 時 2020年６月26日（金曜日）午後１時
2． 場 所 東京都港区芝公園一丁目１番１号　ベルサール御成門タワー４階

前記のとおり、株主様と当社役職員の感染リスクを避けるため、株主様には事前に議決権を
行使いただき、当日はご来場されないようお願い申し上げます。株主様のご来場をいただく
ことなく当社役員のみで議事を進行いたしたく、株主様のご理解とご協力のほどお願い申し
上げます。

※株主総会直前に会場施設内で新型コロナウイルスの罹患者が発覚する等、上記日時で会場が利用できなくなった場
合には、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.arteria-net.com）及び上記会場にて告知
の上、以下会場での開催に変更いたします。
予 備 会 場 東京都港区新橋六丁目9番8号　住友不動産新橋ビル10階

3． 目 的 事 項
報 告 事 項 1．第５期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第５期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための

報酬決定の件
以　上

・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.arteria-net.com）より、発信情報をご
確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

・株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い
申し上げます。

・株主総会の議事は、例年よりも円滑な進行となる方法を検討しております。
・株主総会参考書類並びに、事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項に修正が生じた場合は、イン

ターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.arteria-net.com）に掲載させていただきま
す。

・当社は、法令及び当社定款第14条に基づき、本招集ご通知に提供すべき書類のうち、次に掲げる事項をイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.arteria-net.com）に掲載しておりますの
で、本招集ご通知提供書面には掲載しておりません。

①連結計算書類の「連結持分変動計算書」及び「連結注記表」
②計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

なお、上記は会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告を作成するに際して監査した連結計算書
類及び計算書類の一部であります。
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株主総会参考書類
第１号議案　取締役５名選任の件
　現在の取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体
制の強化並びに、取締役会の円滑な運営を従来にも増して図るため、取締役５名の選任をお願いする
ものであります。
　なお、本議案の内容は、独立社外取締役を委員長とする取締役会の諮問機関である指名・報酬委員
会より賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

(1)所有する当社株式数
(2)取締役会出席状況

１
再任

か ぶ

株
も と

本
こ う

幸
じ

二

（1959年５月21日）

1983年 ４ 月 丸紅株式会社入社

（1）―
（2）21／21回

（100％）

1987年10月 丸紅米国会社出向
2002年 ４ 月 マイティカード株式会社出向　代表取締役

社長
2010年 ４ 月 丸紅株式会社ITネットワークビジネス部長
2012年 ４ 月 同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサー

ビスビジネス部長
2013年 ４ 月 同社情報・金融・不動産部門長代行
2013年 ８ 月 MXモバイリング株式会社代表取締役会長
2014年 １ 月 MASホールディングス株式会社取締役
2014年 ２ 月 当社取締役

MXモバイリング株式会社取締役
2014年 ４ 月 丸紅株式会社執行役員　情報・金融・不動産

部門長代行
丸紅ITソリューションズ株式会社取締役

2015年 ４ 月 丸紅株式会社執行役員　情報・物流本部長
丸紅情報システムズ株式会社取締役
丸の内ダイレクトアクセス株式会社代表取
締役専務
丸紅ロジスティクス株式会社取締役

2015年 ７ 月 株式会社アインホールディングス取締役
2016年 ４ 月 丸紅株式会社執行役員　情報・物流・ヘルス

ケア本部長
2017年 ３ 月 丸の内ダイレクトアクセス株式会社代表取

締役会長
丸紅OKIネットソリューションズ株式会社取
締役

2019年 ４ 月 丸紅株式会社執行役員　情報・不動産本部長
当社代表取締役社長CEO（現任）
株式会社つなぐネットコミュニケーション
ズ取締役

2019年 ５ 月 株式会社つなぐネットコミュニケーション
ズ代表取締役社長

2020年 ４ 月 株式会社つなぐネットコミュニケーション
ズ取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
　2014年より当社の取締役を務め、また当社親会社である丸紅株式会社の執行役員や同社グループ
の複数の事業会社でも取締役を務める等、当社グループ事業に関する幅広い見識と経営者としての幅
広い経験を有することから、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

(1)所有する当社株式数
(2)取締役会出席状況

２
新任

あ

阿
べ

部
た つ

達
や

也

（1962年７月26日）

1985年10月 丸紅株式会社入社

（1）―
（2）―

2012年 ４ 月 同社モバイルソリューションビジネス部長
2013年 ７ 月 NECモバイリング株式会社執行役員常務
2013年 ８ 月 MXモバイリング株式会社取締役執行役員常

務
2016年 ４ 月 ＭＸモバイリング株式会社代表取締役社長
2019年 ６ 月 丸紅株式会社　情報・不動産本部長
2020年 ４ 月 同社執行役員　情報･不動産本部長（現任）

【取締役候補者とした理由】
　MXモバイリング株式会社の代表取締役社長や、当社親会社である丸紅株式会社の執行役員を務め
る等、IT業界における見識と経営者としての幅広い経験を有することから、選任をお願いするもので
あります。

３
再任

え

江
さ き

﨑
ひろし

浩

（1963年１月18日）

1987年 ４ 月 株式会社東芝入社

（1）―
（2）18／21回
（85.7％）

1997年10月 東京大学大型計算機センター助教授
1998年 ４ 月 東京大学情報基盤センター助教授
1999年 ９ 月 株式会社ワイドリサーチ社外取締役
2001年 ４ 月 株式会社アヴァブネットジャパン（現株式会

社IDCフロンティア）社外取締役
2004年 ９ 月 株式会社IRIユビテック（現株式会社ユビテッ

ク）社外取締役（現任）
2005年 ４ 月 東京大学大学院情報理工学系研究科教授（現

任）
2018年 ６ 月 当社 社外取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
　東京大学大学院教授として、情報理工学分野における豊富な知識・経験を有し、当社の経営に対し
て外部から有用かつ客観的な知見を有することから、引き続き選任をお願いするものであります。

－ 4 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

(1)所有する当社株式数
(2)取締役会出席状況

４
再任

み

三
や け

宅
い

伊
ち

智
ろ う

朗

（1956年２月28日）

1979年 ４ 月 清水建設株式会社入社

（1）―
（2）21／21回

（100％）

1990年 ８ 月 シティバンク入社
1992年 ３ 月 シティグループ東京支店金融法人部長
2004年 ８ 月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会

社代表取締役共同社長
2007年 １ 月 アリアンツ生命保険株式会社代表取締役社長
2013年 ９ 月 S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株

式会社代表取締役社長
2017年 ５ 月 S&P Global Japan特別顧問
2018年 ６ 月 当社 社外取締役（現任）
2018年12月 レカム株式会社取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
　これまで複数の企業の代表取締役を務め、企業経営における豊富な知識・経験を有し、当社の経営
に対して外部から有用かつ客観的な知見を有することから、引き続き選任をお願いするものでありま
す。

５
新任

あ り

有
た

田
だ い

大
す け

助

（1959年10月１日）

1982年 ４ 月 丸紅株式会社入社

（1）―
（2）―

1998年 ４ 月 丸紅香港出向
2001年 ４ 月 丸紅テレコム株式会社取締役IT事業本部長
2005年 ４ 月 丸紅情報システムズ株式会社営業本部長
2008年 ４ 月 株式会社ヴェクタント代表取締役社長
2010年12月 丸紅アクセスソリューションズ株式会社代

表取締役副社長
2011年 ４ 月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会

社（現楽天コミュニケーションズ㈱）代表取
締役副社長

2014年 ２ 月 当社代表取締役副社長
2014年11月 アルテリア・インターコネクト株式会社代表

取締役社長
2015年 ４ 月 アルテリア・エンジニアリング株式会社取締

役
2017年 ４ 月 当社代表取締役
2017年 ７ 月 当社代表取締役副社長
2017年11月 株式会社つなぐネットコミュニケーション

ズ取締役
2018年 ４ 月 当社代表取締役副社長CCO
2019年 ６ 月 当社専務執行役員CCO（現任）

【取締役候補者とした理由】
　これまでフュージョン・コミュニケーションズ株式会社の代表取締役副社長を務める等、IT業界に
おける見識を有し、また現在当社の法人営業部門を統括する立場にあることから、同氏を取締役とす
ることで、経営体制の強化並びに取締役会の円滑な運営を従来にも増して図るため、選任をお願いす
るものであります。
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（注１）当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、
同委員会において、取締役及び監査役（以下、「役員等」といいます。）の指名及び報酬等について審
議することにより、社外役員の知見及び助言を活かすとともに、役員等の指名及び報酬等の決定に関す
る手続きの客観性及び透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナン
ス機能の更なる充実を図っております。

（注２）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
（注３）株本幸二氏及び阿部達也氏の「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」の欄には、当

社の親会社等である丸紅株式会社における現在又は過去５年間の業務執行者であるときの地位及び担当
を含めて記載しております。

（注４）江﨑浩氏及び三宅伊智朗氏は社外取締役候補者の要件及び当社の定める「独立役員選任基準」を満たし
ております。

（注５）当社は、江﨑浩氏及び三宅伊智朗氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500
万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。江﨑浩氏及
び三宅伊智朗氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であり、阿部達也氏の選
任が承認された場合は同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。

（注６）江﨑浩氏及び三宅伊智朗氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、
両氏とも本総会終結の時をもって２年となります。

（注７）当社は、江﨑浩氏及び三宅伊智朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

（注８）上記候補者の略歴等は、2020年５月１日現在のものであります。
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（ご参考）独立役員選任基準
当社の定めた「独立役員選任基準」は以下のとおりです。

当社は社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目の
いずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有しているものと判断します。
１． 当社及び子会社の業務執行者（*１）
２． 当社の兄弟会社の業務執行者
３． 当社を主要な取引先とする者（*２）又はその業務執行者
４． 当社の主要な取引先（*３）又はその業務執行者
５． 当社から役員報酬以外に多額（*４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又

は法律専門家（当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者）
６． 当社及び子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
７． 当社の親会社の業務執行者又は監査役
８． 当社の主要株主（*５）又はその業務執行者
９． 当社と社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
10．当社から多額の寄付を受け取っている者又は団体の理事その他の業務執行者
11．上記１に過去10年間において該当していた者
12．上記２～10に過去３年間において該当していた者
13．上記１～10に該当する者が重要な者（*６）である場合において、その配偶者又は二親等以内の親族
14．前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認

められる者
（注）
１．業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社

員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
２．当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２%以上の額の

支払いを当社から受けた者をいう。
３．当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間売上高の２%以上の額の支払いを当社に

行っている者、直近年度末における当社の連結総資産の２%以上の額を当社に融資している者をいう。
４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の

連結売上高若しくは総収入の２%を超えることをいう。
５．当社の主要株主とは、議決権の10％以上を直接又は間接的に有している者をいう。
６．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員及び

部長格以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者を
いう。
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第２号議案　監査役１名選任の件
　監査体制の強化・充実を図るために、新たに監査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案の内容は、独立社外取締役を委員長とする取締役会の諮問機関である指名・報酬委員
会より賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。また、本議案に関
しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

種別
ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

(1)所有する当社株式数
(2)取締役会出席状況
(3)監査役会出席状況

新任

い の

猪
く ま

熊
ひ ろ

浩
こ

子

（1971年７月６日）

2000年 ４ 月 監査法人太田昭和センチュリー
（現EY新日本有限責任監査法人）入所

（1）―
（2）―
（3）―

2004年10月 米国Ernst & Young LLP Cleveland 事務所
勤務

2010年 ４ 月 東北大学大学院経済学研究科 会計専門職
専攻准教授

2015年 ４ 月 EY新日本有限責任監査法人　業務職員
東北大学大学院経済学研究科 会計専門職
専攻国際会計政策コース(国際会計政策大学
院)フェロー

2019年 ４ 月 武蔵大学PDP教育センター教授（現職）
2019年 ９ 月 慶應義塾大学商学部(商学研究科)

非常勤講師（現職）
【監査役候補者とした理由】
　公認会計士としての専門的な知識、実務経験等により、企業会計・内部統制上の観点から当社の経
営に適切な助言および指導をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

（注１）当社は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、
同委員会において、取締役及び監査役（以下、「役員等」といいます。）の指名及び報酬等について審
議することにより、社外役員の知見及び助言を活かすとともに、役員等の指名及び報酬等の決定に関す
る手続きの客観性及び透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナン
ス機能の更なる充実を図っております。

（注２）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
（注３）猪熊浩子氏は、社外監査役候補の要件を満たしております。
（注４）当社は、各監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は会社法
第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、上記候補者の就任が承認された
場合、当社は上記候補者と当該契約を締結する予定であります。

（注５）上記候補者の略歴等は、2020年５月1日現在のものであります。
（注６）候補者猪熊浩子氏は、婚姻により清水姓となりましたが、旧姓の猪熊で業務を執行しております。
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第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
　当社の取締役の報酬等の額は、2017年７月17日開催の当社株主総会において、年額300百万円以
内として、ご承認をいただいております。
　今般、当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆
様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役（社外
取締役を除く。）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普
通株式（以下、「譲渡制限付株式」という。）を下記のとおり割り当てることといたしたいと存じま
す。
　つきましては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取
締役の報酬等の額とは別枠として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に
関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内として設定いたしたいと存
じます。なお、譲渡制限付株式の割当ては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘
案して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。
　また、現在の当社の取締役は４名（うち社外取締役２名）であり、第１号議案のご承認が得られた
場合、取締役は５名（うち社外取締役２名）となります。

記

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限

１．譲渡制限付株式の割当て及び払込み
　当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限
付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭
報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
　なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業
日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に
有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
　また、上記金銭報酬債権は、当社の取締役（社外取締役を除く。）が、上記の現物出資に同意
していること及び下記３．に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条
件として支給する。
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２．譲渡制限付株式の総数
　当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数50,000株を、
各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
　ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを
含む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の
総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

３．譲渡制限付株式割当契約の主たる内容
　譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当て
を受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
（１）譲渡制限の内容

　譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、３年以上で当社取締役会が定める期間（以下、
「譲渡制限期間」という。）、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当
株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、
遺贈その他一切の処分行為をすることができない（以下、「譲渡制限」という。）。

（２）譲渡制限付株式の無償取得
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到
来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び
使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由が
ある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
　また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲渡制
限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを
当然に無償で取得する。
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（３）譲渡制限の解除
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到
来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又
は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期
間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
　ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する
前に当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職し
た場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じ
て合理的に調整するものとする。

（４）組織再編等における取扱い
　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式
交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該
組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で
承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の
承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力
発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
　この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、な
お譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（ご参考）
　当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執
行役員及び一部の使用人並びに当社子会社の取締役、執行役員及び一部の使用人に対し、割り当て
る予定です

以上
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(2019
2020

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日

から
まで)

1．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における日本経済は雇用や所得環境が改善され、緩やかな回復基調で推移し
ていましたが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により世界経済と個人消費は
急速に冷え込み、経済状況が混迷していることで、先行きは不透明な状態となっています。

　当社グループが係わる情報通信関連市場においては、AI（人工知能）、ビッグデータ、IoT
（Internet of Things）、動画視聴、クラウドサービス、５G等の普及を通じて、社会におけ
る人々の生活の利便性や各産業における生産性において大きな変化が起きており、データトラ
ヒックの増大を背景とした市場拡大が見込まれています。加えて、新型コロナウイルス感染症
対策から、在宅勤務の普及の加速など、社会における情報通信事業の役割は、より一層重要と
なっております。

　このような事業環境のもと、今期業績は前期同様に、各事業の主力サービスにおいて、順調
に売上および受注が拡大してまいりました。

　インターネットサービスにおいては、当社のFTTHサービスであるARTERIA光およびUCOM
光の売上が前四半期に続き順調に推移いたしました。また、トラヒック増大に伴い広帯域イン
ターネットサービスの需要も伸びており、日本最速（注１）上下最大10Gbpsベストエフォー
ト型サービスの受注も順調に推移しています。加えて、ISP向けサービスでは、光コラボ事業者
等への売上拡大が継続しており、2020年４月よりVNE（注２）事業にも参画することで、今
後も継続した成長を維持していきたいと考えております。

　ネットワークサービスにおいては、トラヒック量が増大する５Gサービスの開始も見据え、
自社バックボーン増強を積極的に行っている各OTT（注３）やモバイル通信事業者からの専用
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線等への引き合いは前四半期に続き順調に推移しており、売上も成長しております。2020年
２月には、日本で初めて（注４）東京、大阪間の異なる２ルートの商用環境において単一波長、
再生中継無しで400Gbpsの安定した長距離伝送に成功し、2020年４月からは400Gbps専用
線サービスの販売を開始いたします。
　また、VPNサービスでは、回線からルータまでをトータルでサポートする当社ルータパック
サービスの受注は好調に推移しており、１契約あたりの売上(ARPU)を増やすことで、売上高
成長を実現させています。
　働き方改革の推進で需要が拡大していたテレワーク関連のVPNサービスの受注や引き合い
は、新型コロナウイルス感染症対策による在宅勤務の普及で更に増加傾向にあります。

　マンションインターネットサービスにおいては、マンションまでの接続回線に最大10Gbps
の専有型光回線を使用する広帯域サービスやマンション棟内はすべて光回線で配線するオール
光や既存のメタル線（電話用屋内配線）を利用した次世代型高速通信規格G.fastに対応したサ
ービスなどを提供しております。お客様のニーズに合わせた様々なサービスをラインアップす
ることにより、分譲市場および賃貸市場での中大規模物件を中心に順調に受注が拡大しており
ます。特に、賃貸物件では、管理会社との包括契約締結を継続して推進しており、売上および
受注が拡大しております。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度比2,275百万円(4.6％)増収の
51,494百万円となり、営業利益は前連結会計年度比1,202百万円(16.1％)増益の8,669百万
円、税引前当期利益は前連結会計年度比1,221百万円(17.5％)増益の8,209百万円となり、親
会社の所有者に帰属する当期利益は前連結会計年度比654百万円(14.1％)増益の5,296百万
円となりました。

（注１）法人向け FTTH ベストエフォート型インターネット接続サービス市場において（2018年12月
末時点当社調べ）

（注２）Virtual Network Enabler の略。ISP事業者に対してインターネットサービス提供に必要となる
ネットワーク設備や、その他システム・運用機能等を提供する事業者のこと。

（注３）ISPが提供するインターネット接続サービスの上で、動画や各種アプリケーション等のコンテン
ツを提供する事業者

（注４）東京、大阪間の異なる２ルートで単一波長、再生中継無しの商用環境において（2020年２月時
点当社調べ）
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②　設備投資の状況
　当社グループが当連結会計年度に実施致しました設備投資の総額は、10,785百万円であり
ます。このうち、主なものは、基幹網構築、顧客開通工事及び開通用機器等であります。

③　資金調達の状況
　当連結会計年度におきましては、増資、社債発行、及び新規借り入れ等による資金調達は行
っておりません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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⑵　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況（国際会計基準）

区 分 第 ２ 期
(2017年３月期)

第 ３ 期
(2018年３月期)

第 ４ 期
(2019年３月期)

第 ５ 期
(当連結会計年度)
(2020年３月期)

売 上 高(百万円) 41,365 47,587 49,219 51,494
営 業 利 益(百万円) 5,926 7,549 7,466 8,669
親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属
す る 当 期 利 益(百万円) 4,142 4,610 4,642 5,296

基 本 的 １ 株 当 た り 当 期 利 益 (円) 82.85 92.21 92.85 105.93
総 資 産(百万円) 75,419 78,560 81,968 90,779
親会社の所有者に帰属する
持 分(百万円) 6,239 11,872 16,647 20,709

１株当たり親会社所有者帰
属 持 分 (円) 124.79 237.45 332.96 414.20

（注１）2018年３月期より、国際会計基準（IFRS）に基づいて連結財務諸表を作成しております。
なお、2017年３月期についても、IFRSに組み替えて表示しております。

（注２）当社は、2018年９月28日を効力発生日として普通株式１株につき５株の割合で株式分割を実施してお
ります。基本的１株当たり当期利益及び１株当たり親会社所有者帰属持分については、第２期期首に当
該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

②　当社の財産及び損益の状況（日本基準）

区 分 第 ２ 期
(2017年３月期)

第 ３ 期
(2018年３月期)

第 ４ 期
(2019年３月期)

第 ５ 期
(当事業年度)
(2020年３月期)

売 上 高(百万円) 31,588 42,237 41,973 43,697
経 常 利 益(百万円) 3,380 4,816 4,566 6,554
当 期 純 利 益(百万円) 3,333 3,073 3,427 4,869
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 66.67 61.48 68.54 97.4
総 資 産(百万円) 67,867 69,775 70,990 74,055
純 資 産(百万円) 6,304 9,378 12,805 16,364
１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 126.10 187.57 256.11 327.29

（注１）当社は、2018年９月28日を効力発生日として普通株式１株につき５株の割合で株式分割を実施してお
ります。１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産については、第２期期首に当該株式分割が行われ
たと仮定して算定しております。

（注２）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を第４期の
期首から適用しております。これに伴い、第３期については遡及適用後の数値を示しております。
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

会 社 名 資 本 金
（百万円）

当社に対する
出 資 比 率

（％）
当社との関係

丸 紅 株 式 会 社 262,686 50.0 役員の兼任等、出向者
の受入

（注）　親会社との取引等については、取締役会にて取引開始の事前に取引の可否を判断しており、会社及び少
数株主の利益を害する取引が生じないよう努めております。当社取締役会としては、当事業年度におけ
る親会社等との間の取引は、適正な条件により行われており、当社の利益を害さないものと判断してお
ります。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
（百万円）

当社の出資比率
（％） 主要な事業内容

株式会社つなぐネットコミュニケーションズ 1,500 80.0 電気通信事業

ア ル テ リ ア ・ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 30 100.0 電気通信工事業

ア ル テ リ ア ・ イ ン タ ー コ ネ ク ト 株 式 会 社 9 100.0 電気通信事業
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⑷　対処すべき課題
　中長期的な会社の経営戦略の実現を果たすため、当社グループは下記の課題に取り組んでまい
ります。

①コンプライアンス体制の強化
　当社は、2019年４月16日付で当社及び当社子会社であります株式会社つなぐネットコミュニ
ケーションズにおいて、同社の競合他社との間で、独禁法に違反する可能性のある行為（本件行
為）を行った疑いがあることを公表しました。当社では、本事実を厳粛に受け止め、法令遵守の
トップメッセージの発信、当社グループの全社員に対する研修の実施及びコンプライアンス全般
を徹底する旨の宣誓書の取得によるコンプライアンス意識の強化とともに、今後、独禁法遵守の
ための社内ルールを策定することとし、コンプライアンス体制の一層の強化に努めています。
　また、当社は、2018年12月12日、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の市
場第一部に上場しておりますところ(以下「本件上場」といいます。)、本件行為につき、本件上
場の審査時に東証に提出した書面や有価証券届出書に記載するに至らなかった一連の経緯につき、
当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の弁護士から構成される第三者委員会による報告書
を2019年６月19日に公表しています。
　当社は、当該報告書の調査結果及び提言を真摯に受け止め、このたびの一連の経験とそこから
得た教訓を経営層のみならず全従業員が深く理解し、再発防止のために以下の具体的施策を策定
し、実行致しました。当社は今後もこれらの再発防止策の強化に取り組んでまいります。
(ⅰ) 独禁法に関する知識又は感度の不足に関する再発防止策
(ⅱ) 市場への説明責任に対する意識不足に関する再発防止策
(ⅲ) 社内におけるコミュニケーションに関する再発防止策
(ⅳ) 管理部門に対する人的資源・経済的資源の配分に関する再発防止策
(ⅴ) グループ事業会社管理の徹底に関する再発防止策

②顧客基盤の拡大
　当社グループの事業は、月額利用料によるリカーリング型の収益（注１）を基礎としているた
め、適切な価格での顧客数の増大が収益基盤の向上のために重要であると考えております。顧客
数を増大するには、既存顧客の解約を防止することに加え、新規顧客の増大を図ることが必要で
あります。そのため、効率的なプロモーション活動により、全戸一括型マンションインターネッ
ト接続サービス分野においてNo.1（全体の23.7％）（注２）である当社グループの信頼性と多
種多様な法人向け通信サービスを有する当社グループの特徴に関して認知度を上げるとともに、
自社の営業力強化やパートナー企業との提携関係強化を図ることで、顧客基盤の拡大に努めてま
いります。
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③人材の確保・育成
　当社グループが、今後さらなる成長をしていくためには、専門スキル及びノウハウをもった優
秀な人材を継続的に確保していくことが重要であると考えております。そのために、人事制度、
研修制度の充実等の実施を図る一方、新卒・キャリア採用も併せて積極的に行い、次世代を担う
人材の育成にも注力してまいります。

④内部管理体制の強化
　当社グループを取り巻く事業環境の変化及び事業の継続的な発展に伴い、業務運営の効率化、
コーポレート・ガバナンス機能の強化は必須であり、そのために財務報告の信頼性を確保するた
めの内部統制システムの適切な運用が重要であると考えております。このため、当社グループと
致しましては、内部統制システムの整備、改善を継続的に行い、経営の公正性・透明性を確保す
るための組織体制の強化に取り組んでまいります。

⑤新規事業の創出
　当社グループを取り巻く事業環境は、急速に変化しており、今後も引き続き変化は激しさを増
すことが想定されるため、将来を見据えたサービス開発、新規事業の創出が重要な課題であると
考えております。当社グループの強みである基幹網（注３）とFTTx網（注４）を活用しつつ、最
新技術を取り入れた新サービス開発や、他社との戦略的提携なども視野に入れる等、新規事業の
創出を行ってまいります。

（注１）継続的なサービス提供に紐づく売上収益を指し、毎月お客様に請求している利用料収入を意味しま
す。

（注２）出典：MM総研「全戸一括型マンションISPシェア調査（2019年３月末）」
（注３）通信事業者の回線網などで、中核的な部分であるネットワーク（バックボーン回線）のことをいい

ます。
（注４）通信事業者の基地局から、ビルや住宅など目的の場所まで光ファイバーを敷設して、高速・広帯域

のデータ伝送を可能にするもので、各家庭まで光ファイバーを敷設するFTTHなどをいいます。

⑸　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
　当社グループは、電気通信事業法に基づく電気通信事業を行っており、主に、インターネットサ
ービス(光インターネット接続サービス、IP電話等)、ネットワークサービス(専用線サービス、VPN
接続サービス等)、マンションインターネットサービス(全戸一括型光インターネット接続サービス)
を提供しております。
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⑹　主要な営業所及び工場（2020年３月31日現在）
本 社 東京都港区新橋六丁目９番８号

大 阪 事 業 所 大阪府大阪市中央区本町二丁目１番６号

⑺　従業員の状況（2020年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況
セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 （ 人 ）

電 気 通 信 事 業 721

合 計 721

（注１）当社グループは単一事業を営んでおり、セグメント別の記載を省略しております。
（注２）臨時雇用者数は、従業員の総数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 （ 人 ） 平 均 年 齢 （ 歳 ） 平 均 勤 続 年 数 （ 年 ）

550 42.2 9.3

（注１）当社は単一事業を営んでおり、セグメント別の記載を省略しております。
（注２）臨時雇用者数は、従業員の総数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

⑻　主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額
（ 百 万 円 ）

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 14,552

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 14,552

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 7,276

株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 4,042

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 19 －



2．会社の現況
⑴　株式の状況（2020年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 200,000,000株

②　発行済株式の総数 50,000,000株

③　株主数 7,910名
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④　大株主

株 主 名 持 株 数
（株）

持 株 比 率
（％）

丸紅株式会社 25,000,100 50.00

ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ Ａ／Ｃ ＩＰＢ ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ
ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ 4,606,100 9.21

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,589,500 5.18

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 1,905,700 3.81

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＬＩＥＮ
Ｔ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ ＯＭ０２ ５０５００２ 781,917 1.56

ＢＮＹＭ ＴＲＥＡＴＹ ＤＴＴ １５ 629,366 1.26

Ｊ．Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ ＢＡＮＫ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ Ｓ．Ａ
１３０００００ 589,979 1.18

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５１５１ 500,479 1.00

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 442,300 0.88

ＨＡＹＡＴ 371,000 0.74

（注１）持株比率は自己株式（61株）を控除して計算しております。
（注２）2018年12月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ジャンカー・パートナーズ・リミテッド

が2018年12月12日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末日現在に
おける実質所有株式数の確認ができませんでしたので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保
有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者　　　　ジャンカー・パートナーズ・リミテッド
住所　　　　　　　香港、セントラル、コンノート・プレース８、ワン・エクスチェンジ・スクエア1608
保有株券等の数　　株式　4,500,000株
株券等保有割合　　9.00％

（注３）2019年10月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会
社が2019年９月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末日現在
における実質所有株式数の確認ができませんでしたので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量
保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者　　　　三井住友DSアセットマネジメント株式会社
住所　　　　　　　東京都港区愛宕二丁目５番１号　愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
保有株券等の数　　株式　2,568,100株
株券等保有割合　　5.14％
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⑵　新株予約権等の状況
該当事項はありません。

⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長
C E O 株 本 幸 二 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ代表取締役社長

取 締 役 藤 永 崇 志

丸紅株式会社情報・不動産本部副本部長兼情報・不動産戦略
企画室長
丸紅ロジスティクス株式会社取締役
丸紅情報システムズ株式会社取締役
MXモバイリング株式会社取締役
丸紅ITソリューションズ株式会社取締役

取 締 役 江 﨑 浩 東京大学大学院情報理工学系研究科教授
株式会社ユビテック社外取締役

取 締 役 三 宅 伊 智 朗 S&P Global Japan特別顧問
レカム株式会社外社取締役

監 査 役 目 代 晃 一

監 査 役 柴 崎 秀 紀

丸紅株式会社ICTビジネス第二部長
MXモバイリング株式会社取締役
モバイルケアテクノロジーズ株式会社取締役
Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. 
Director
Marubeni Business Machines (America), Inc. Director

監 査 役 本 村 健

弁護士　岩田合同法律事務所パートナー
株式会社データ・アプリケーション取締役監査等委員
大井電気株式会社監査役
東京大学大学院法学政治学研究科客員教授
学校法人大妻学院監事

（注１）取締役江﨑浩氏及び取締役三宅伊智朗氏は、社外取締役であります。
（注２）監査役目代晃一氏及び監査役本村健氏は、社外監査役であります。
（注３）監査役本村健氏は弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、法務に関する相当程度の知識を有し

ております。
（注４）2019年６月27日の第４回定時株主総会において、藤永崇志氏が新たに取締役に選任され、2019年８

月７日の第４回定時株主総会継続会終結の時をもって取締役に就任致しました。
（注５）取締役江﨑浩氏及び取締役三宅伊智朗氏、並びに監査役本村健氏は、東京証券取引所から確保が義務づ

けられている独立役員として同取引所に届け出ております。
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（注６）当事業年度中に取締役及び監査役の重要な兼職の状況が次のとおり変更されました。

氏名
重要な兼職の状況

変更前 変更後 異動年月日

藤 永 　 崇 志

丸紅ロジスティクス株式会社取締役 退任 2020年３月31日

丸紅情報システムズ株式会社取締役 退任 2020年３月31日

MXモバイリング株式会社取締役 退任 2020年３月31日

丸紅ITソリューションズ株式会社取締役 退任 2020年３月31日

柴 崎 　 秀 紀
MASホールディングス株式会社代表取締役 退任 2020年３月25日

Marubeni Business Machines (America), Inc. Director 退任 2020年３月31日

②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、定款に取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役の責任限定契約に関
する規定を設けております。当該定款に基づき、当社は取締役(業務執行取締役等である者を除
く。)及び監査役の全員と責任限定契約を締結しており、その概要は次のとおりであります。
(取締役の責任限定契約)
　取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、本契約締結後、任務を怠ったことによる損
害賠償責任について、その職務を行うにつき、善意でありかつ重大な過失がないときは、500
万円又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度としてその責任を負担する。
(監査役の責任限定契約)
　監査役は、本契約締結後、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、その職務を行う
につき、善意でありかつ重大な過失がないときは、500万円又は法令が規定する額のいずれか
高い額を限度としてその責任を負担する。

－ 23 －



③　取締役及び監査役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数
（ 人 ）

報 酬 等 の 額
（ 百 万 円 ）

取 締 役
（う　　ち　　社　　外　　取　　締　　役）

9
（2）

98
（15）

監 査 役
（う　　ち　　社　　外　　監　　査　　役）

4
（2）

26
（14）

合 計
（う　　ち　　社　　外　　役　　員）

13
（4）

125
（29）

（注）取締役のうち、報酬支払対象者は上記表に記載のとおり、９名です。
監査役のうち、報酬支払対象者は上記表に記載のとおり、４名です。
取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　他の法人等の重要な兼職の状況は｢取締役及び監査役の状況｣に記載のとおりとなります。
　なお、各社外役員について、当該他の法人等との関係について、重要な兼職先と当社との
間に特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
　取締役会及び監査役会への出席状況

氏名
取締役会(21回開催) 監査役会(14回開催)

対象回数 出席回数 出席率 対象回数 出席回数 出席率

取締役　三宅伊智朗 21 21 100.0％ － － －

取締役　江﨑浩 21 18 85.7％ － － －

監査役　本村健 21 21 100.0％ 14 13 92.9％

（注１）取締役会開催回数に書面決議回数は含まれておりません。
（注２）各社外取締役は、定期的に開催される取締役会に出席し、重要な経営事項その他会社の体制に関する事

項について、必要な発言を適宜行っております。
（注３）各社外監査役は、定期的に開催される取締役会、監査役会に出席し、監査の方法その他の監査役の職務

執行に関する事項について、必要な発言を適宜行っております。
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額
報 酬 等 の 額
（ 百 万 円 ）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 73

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 83

（注１）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人
の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（注２）監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断を致しました。

③　非監査業務の内容
　当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、計算書類及び有価証券報告書の翻訳に係るア
ドバイザリー業務についての対価を支払っております。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨
と解任の理由を報告致します。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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3．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社の業務の適正を確保するための体制概要は次のとおりです。

①　取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
A)　経営責任を明確にするとともに経営環境の変化に対応した最適な経営体制を機動的に構
築するため、取締役の任期は１年とします
B)　取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令及び定款、「取締役会規程」を含む
諸規定に基づき、重要事項の決定及び取締役の職務の執行を監督する機関として一箇月に一度
開催します。
C)　監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行の適正
性について監査を実施します。
D)　当社グループにおいて「行動憲章」、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス
マニュアル」を定め、コンプライアンス委員会を三箇月に一度開催し、法令等遵守の意識の定
着と運用の徹底を図るための諸活動を推進し管理します。
E)　当社グループの法令及びコンプライアンス違反に関する通報・相談窓口として、社内相談
窓口の他、社外弁護士を窓口とする外部相談窓口を設置しています。また、当社親会社である
丸紅株式会社が設置する丸紅グループ相談窓口を経由した通報・相談も可能な体制としていま
す。
F)　社長直轄の内部監査部を設置し、「内部監査規程」に基づき、当社グループの業務活動が
法令、定款及び社内諸規定に準拠し、合理的かつ効率的に運営されているか否かを監査します。
G)　「反社会的勢力排除規程」及び「反社チェックマニュアル」、「反社会的勢力対応マニュ
アル」を定め、反社会的勢力に対する方針および体制を構築しています。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行にかかる情報は、文書化(電磁的記録を含む)のうえ、対象文書、保存期
間及び文書管理責任者を「文書管理規程」で定め保存及び管理を行います。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
A)　当社グループの経営を脅かす危機が発生した際の損害及び損失を最小限にとどめるため
の具体策を「危機管理規程」及び「危機管理初動対応要領書」、「災害対策マニュアル」、
「BCPマニュアル」として定め、外部・内部環境の変化に応じ適時見直しを行います。
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B)　当社グループのリスク管理体制の基本事項を「リスクマネジメント規程」として定め、当
社CAOを委員長とするリスクマネジメント委員会を三箇月に一度開催し、リスク管理に関する
事項を審議します。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A)　当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、当社グループ
では経営方針、経営戦略及び経営計画等、全取締役・使用人が共有する目標を定め、その浸透
を図るとともに、目標達成に向けて取締役・使用人各自が実施すべき具体的な目標を定め、そ
の結果を管理・評価します。
B)　当社グループでは、諸規程において各取締役・使用人の役割分担、権限、責任及び意思決
定方法を明確に定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備します。
C)　「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項及び報告事項を明確にし、迅速かつ的確な
経営判断を行うため、取締役会を原則として一箇月に一度開催します。

⑤　企業集団における業務の適正を確保するための体制
A)　子会社における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を定め、重要事項につ
いて、当社の取締役会への報告または承認のもと実施します。
B)　監査役及び内部監査部は、「監査役監査基準」及び「内部監査規程」に基づき、会計監査
及び業務監査を実施し、関係会社における経営の合理化・効率化及び業務の適正を監査します。

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関
する事項

A)　監査の実効性を高め、監査職務を円滑に遂行するため、監査役からの要請に応じて、監査
役の業務を補助するための監査役付を置きます。
B)　監査役付の人事異動及び人事評価においては、監査役の同意を得ることとし、監査役は必
要に応じて監査役付の変更を申し入れることができます。
C)　監査役の職務を補助する監査役付は、監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行う
ものとし、取締役からの指揮命令、制約を受けないものとします。
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⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
A)　監査役と代表取締役は定期的に会合を持ち、業務執行状況について報告をするとともに、
会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見交換を行います。
B)　取締役及び使用人は、当社に著しい損害及び不利益を及ぼす恐れがある事実を発見したと
きは、直ちに監査役に報告します。
　また、上記に関わらず監査役は必要に応じ、いつでも取締役及び使用人から報告を求めるこ
とができます。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A)　監査役は、取締役会、執行役員会及びその他重要会議に出席し、取締役等から業務執行状
況を聴取し、また関係資料を閲覧することができます。
B)　監査役は、内部監査部及び会計監査人と十分な連携を図り、必要に応じて取締役等に問題
提起できるよう取締役会に出席します。
C)　監査役は必要に応じ、弁護士、公認会計士、その他外部専門家から意見を徴収し、適時適
切な監査を実施します。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　コンプライアンス及びリスクマネジメント体制
　コンプライアンス委員会を開催してコンプライアンスの遵守状況をモニタリングするとともに、
必要となるコンプライアンスの維持教育を行い、また、「コンプライアンスマニュアル」を各社
員に改めて確認させたうえで、これを遵守する旨の「宣誓書」を各社員より取得致しました。
　また、CAOが委員長を務めるリスクマネジメント委員会が、あらかじめ策定した各組織区分の
リスク管理計画に基づき、各組織区分からの報告内容を精査いたしました。

②　効率的な職務執行体制
　当事業年度中、取締役会を21回開催し、重要事項につき審議・決定いたしました。また、取締
役会において、主要部門を担当する取締役等から業務執行について報告を受けるとともに、経営
方針、戦略、目標を定期的にレビューいたしました。
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③　グループ管理体制
　当社は、子会社から適宜報告を受け、進捗の管理を行う等、経営方針、戦略、目標の共有を適
切に行ってまいりました。加えて、各子会社において、従業員に対する研修や議論の場を設け、
コンプライアンス遵守に関する「宣誓書」を取得するなどして、コンプライアンスの徹底を図り
ました。

④　監査役監査体制
　監査役は、監査役会を14回開催し、適切に情報共有を図ってまいりました。
　監査役監査の実効性を確保するため、監査役付を任命し、必要な場合には、本社コーポレート
部門等に適宜調査を指示することができる体制を構築してまいりました。また、社外監査役を含
め、監査役は、ほぼ全ての取締役会に出席するとともに、必要に応じて執行役員会議においても
出席し意見を述べることができる体制を構築しております。
　監査役は、会計監査人から、法令に基づく事業年度の監査結果についての定期報告を受けたほ
か、適宜、会計監査人から監査状況を聴取いたしました。
　監査役は、子会社の監査役と適宜情報を共有しております。なお、当事業年度において、監査
計画に従った監査の実施につき予算が不足する事態は生じませんでした。

４．剰余金の配当等の決定に関する基本方針
　当社は、内部留保を拡充し有効活用することにより、企業価値と競争力を極大化すると同時に、
株主に対する配当を安定的に継続することが、企業としての重要な責務であると認識しております。
内部留保資金については、経営基盤の強化に向けた諸施策の実施のための積極的な投資等の原資と
して充当してまいります。
　当社による配当金は、配当性向50％程度を中長期的な目標として年間１回の期末配当の支払いを
予定しております。
　なお、当社は、会社法第459条第１項に基づき、剰余金の配当（中間配当を含む。）を取締役会
の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
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連 結 財 政 状 態 計 算 書
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　   産 　   の 　   部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 現 金 同 等 物

営業債権及びその他の債権

そ の 他 の 金 融 資 産

棚 卸 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

の れ ん

無 形 資 産

そ の 他 の 金 融 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 非 流 動 資 産

20,047

11,996

6,362

10

151

1,526

70,732

38,152

12,646

15,362

3,012

821

735

（ 負 　   債 　   の 　   部 ）
流 動 負 債 15,624

借 入 金 1,938
営業債務及びその他の債務 5,310
そ の 他 の 金 融 負 債 2,609
未 払 法 人 所 得 税 等 1,369
引 当 金 181
そ の 他 の 流 動 負 債 4,214

非 流 動 負 債 52,448
借 入 金 38,223
そ の 他 の 金 融 負 債 7,146
退 職 給 付 に 係 る 負 債 718
引 当 金 2,880
繰 延 税 金 負 債 2,668
そ の 他 の 非 流 動 負 債 810

負 債 合 計 68,072
（ 資 本 の 部 ）

親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分 20,709
資 本 金 5,150
資 本 剰 余 金 4,640
利 益 剰 余 金 10,873
自 己 株 式 △0
その他の資本の構成要素 46

非 支 配 持 分 1,997
資 本 合 計 22,706

資 産 合 計 90,779 負 債 及 び 資 本 合 計 90,779
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連 結 損 益 計 算 書

(2019
2020

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日

から
まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 51,494
売 上 原 価 34,393
売 上 総 利 益 17,100
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,176
そ の 他 の 収 益 172
そ の 他 の 費 用 427
営 業 利 益 8,669
金 融 収 益 61
金 融 費 用 521
税 引 前 利 益 8,209
法 人 所 得 税 費 用 2,541
当 期 利 益 5,668

当 期 利 益 の 帰 属
親 会 社 の 所 有 者 5,296
非 支 配 持 分 371
当 期 利 益 5,668
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　   産 　   の 　   部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
未 収 入 金
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

線 路 設 備
土 木 設 備
建 物
構 築 物
機 械 設 備
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産
海 底 線 使 用 権
施 設 利 用 権
商 標 権
顧 客 関 連 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
破 産 更 生 債 権 等
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

16,748
9,406
5,060

481
44

541
1,208

7
△3

57,306
31,825
16,064
8,766
6,960

23
42,742
1,121
1,006

12,181
1,881

△58,924
13,710

16
103

1,634
2,656

465
8,473

80
280

11,770
45

8,834
0

2,691
200
△0

（ 負 　   債 　   の 　   部 ）
流 動 負 債 11,509

1年以内返済予定長期借入金 1,938
リ ー ス 債 務 691
未 払 金 2,619
固 定 資 産 購 入 未 払 金 2,497
未 払 費 用 1,068
未 払 法 人 税 等 802
未 払 消 費 税 257
預 り 金 23
預 り 保 証 金 197
前 受 収 益 784
賞 与 引 当 金 447
独禁法関連損失引当金 180
そ の 他 1

固 定 負 債 46,181
長 期 借 入 金 38,484
長 期 前 受 収 益 796
リ ー ス 債 務 3,162
退 職 給 付 引 当 金 659
資 産 除 去 債 務 2,727
繰 延 税 金 負 債 336
そ の 他 14

負 債 合 計 57,690
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 16,364
資 本 金 5,150
資 本 剰 余 金 3,538

資 本 準 備 金 131
そ の 他 資 本 剰 余 金 3,407

利 益 剰 余 金 7,675
そ の 他 利 益 剰 余 金 7,675

繰 越 利 益 剰 余 金 7,675
自 己 株 式 △0

純 資 産 合 計 16,364
資 産 合 計 74,055 負 債 純 資 産 合 計 74,055
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損　益　計　算　書

(2019
2020

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日

から
まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 43,697
売 上 原 価 30,565
売 上 総 利 益 13,131
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,839
営 業 利 益 5,292
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 1,888
雑 収 入 167 2,055

営 業 外 費 用
支 払 利 息 359
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 17
固 定 資 産 除 却 損 342
雑 支 出 73 793

経 常 利 益 6,554
税 引 前 当 期 純 利 益 6,544
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,318
法 人 税 等 調 整 額 366
当 期 純 利 益 4,869
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月22日

アルテリア・ネットワークス株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 邉  正 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 増 田  晋 一 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アルテリア・ネットワークス株式会社の2019年４月１日から
2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作
成された上記の連結計算書類が、アルテリア・ネットワークス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社
計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第
１項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

－ 34 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めてい
る会社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月22日
アルテリア・ネットワークス株式会社

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 邉  正 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 増 田  晋 一 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アルテリア・ネットワークス株式会社の2019年４月１
日から2020年３月31日までの第５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第5期事業年度における取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致
した意見として、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。
1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について随時報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロ
の判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容に
ついて検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）につい
て検討いたしました。
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2．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

　なお、事業報告記載の、コンプライアンス体制の強化については重点課題と位置づけ、具
体的対策についてその効果を確認しておりますが、今後さらなる強化についてその進捗を
検証してまいります。

④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の
利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについ
ての取締役会の判断およびその理由について、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月28日
アルテリア・ネットワークス株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 目 代 晃 一 ㊞
監 査 役 柴 崎 秀 紀 ㊞
監 査 役 本 村 　 健 ㊞

以　上
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株 主 総 会 会 場
「ベルサール御成門タワー」４階

〒105－0011　東京都港区芝公園一丁目１番１号

株主様と当社役職員の感染リスクを避けるため、株主様には事前に議決権を行使いただき、
当日はご来場されないようお願い申し上げます。株主様のご来場をいただくことなく

当社役員のみで議事を進行いたしたく、株主様のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

御成門小

ベルサール御成門駅前
（住友不動産御成門駅前ビル）
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最　寄　駅
都営三田線 御成門駅（A３b出口）徒歩１分

※当会場には専用駐車場はございません。


